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児童福祉に関すζ心理学的考察（1）

』福祉における主体と客体の相互性一

調査研究企画部 網野武博

要約；

　本研究は、福祉マィンドを考察し、自己と他者の相克を法制度上権利及び義務として実定化する過程、結果及び効

果について心理学的に考察し、児童の権利、義務、貴任にかかわる児童福祉的諸課題を福祉心理学的に検討すること

を目的とした。

　本稿においては先ず、主体ξ客体の意義を、その相互性に焦点を当てて考察レた乙人間の自我を主体的自我、客体

的自我の二つの機能として捉え・主体的自我と客体的自我の相互作用を通導て統合化された主体（自己自我）が・客

体（他者自義）と相互作用を営むという二重の客体化によって、他者自我との相互理解・共感・役創期待や責任行使

が促進され・この過程を経ることによって、真の客体理解がすすむとした。この視点から・絶対的価値論及び非価1直

』脱価値論における客体的自我への視点の欠如の問題を指摘し、自己と他者の両者の人間性の価値を受容する相対的

価値論に立った福祉心理学的考察を加えた。
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1研究の目的

　本研究では、福祉の理念、法制度、実践の原点にある

福祉マインド＝ヒトが自己の人闇としての尊厳性と自己

実現を求め、他者の人間としての尊厳性と自己実現を受

容しようとする心理的機制：を考察すること、及びその

実際的展開において生ずる自已と他者の相克を調整し、

社会が法制度上権利及び義務として実定化することの過

程とその結果及び効果について心理学的に考察する。こ

れを通じて、児童の権利、義務、責任が人間としてのそ

れとして認識され、受容されるための児童福祉的諸課題

を福祉心理学的に検討することを目的とする。

n研究の視点

今我々は、福祉国家とか福祉の時代に生きていると、

しばしぱ言われる。福祉国家、福祉の時代等々と呼ば

れる時代、社会は、これまでのいずれの時代、社会より

も、個人の生存、発達、自由（自己決定）及ぴ利益の享
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受が公平に、平等に認められていることが尊重されてい

る時代、社会の筈である。それは基本的人権や権利、あ

るいは自由の尊重を前提としている。このようなことは、

歴史的な必然としてここに至っていると考えられてお

り、とくに現代に生きる我々にとっては～基本的人権や

権利、自由というような概念は過去の如何なる時代や社

会よりもはるかに通用している。中でも基本的人権は、

そもそも人間本来の、固有の権利であるとの主旨を聴く

機会をしぱしぱ持ち、それを容易に受け止める環境にあ

ると言える。

　これを、児童の権利、人権、ひいては人間の権利、人

権という視点で捉えてみたい。今日児童の権利は、法制

度上人権または基本的人権を基盤とし、あるいはこれと

一体のものであるとされている。しかしその一方、兜童

と成人との相対的関係において、児童が人間としての諸

権利を尊重されているとは言い難く、成人の権利保障と

児童の権利保障との乖離は、今日においても依然変わら

ぬままに推移している。Key，E1の主唱以来、20世紀は

児童¢）世紀であると、次第に多くの人によって喧唱され

てきた。やがてその20世紀も終わりに近づいているが、

その通り児童の世紀であったと、どれ程の人が確言する

のであろうか。

　しかし1989年、国際連合がr児童の権利に関する条

約』を採択し、各国の批准がすすみ、理念的には児童を

権利の客体としてではなく主体として捉えることの意義

が次第に浸透し始めた。それは、児童の真の人権保障の

大きな一歩を踏み出したといえる画期的な意義を持つ。

にもかかわらず、広く社会全般において、この潮流は必

ずしも関心の高いものではなく、基本的には児童の権利

保障の理念、実践ともにあまり にも多くの課題を残した

ままで南る。それ≧共に、もうひとっの乖離現象が生じ

がちである。それは、児童は言うに及ぱず、個々の成人

もしくは人間における権利と義務に関する法制度の進展

と現実との乖離である。国際的に定められたr世界人権

宣言』、r経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規

約j、r市民的及び政治的権利に閲する規約」 そしてわが

国の場合にはr日本国憲法」や各法制度において基本的

にまた様々な諸状況毎に保障されているにもかかわらず、

いやむしろそれらの理念・目標、法制度とかかわりなく

とさえ表現すべきであろうか、日常生活における我々の

権利、義務、．責任等に閲する認識、理解もまた、甚だ心

もとないものであることを、認めざるを得ない。

　とすれば、基本的人権とはそもそも人間本来の、固有

の権利と称することの意義はどこに、そしてどの程度あ

ると言えるのであろうか。人権と呼ばれるものは、人類

の歴史において恒常的に存在する自己の生存や発達、幸

福の追求、自己決定、自己の権限、自己の利益等々への

二一ズと他者のそれらの二一ズとの相克、対立に対し、

その対応として相互関係において生ずる絶対的、一方的

権能や利益を、相対的なものへと調整するために、様々

な叡智が加えられる中で育まれてきたと考えられる。そ

れが個々人の尊厳性や自己実現を尊重させ、個々人の生

命の維持、幸福の追求、利益の事受等を相対的に公平で

平等なものへと指向させた。その歩みこそが権利、義

務、責任等の実定化、実態化であったと言える。

　しかし歴史の必然的流れはこのようであっても、個々

の人間にとっては、基本的人権や権利、自由を保障し、

保障されるような生得的因子あるいは条件を付与されて

その時代に生まれてはきていない。この点に関しては、

如何なる時代、社会に生まれても、謂わば0からの出発

である。ヒトとして生まれ、人間として育ち、発達して

いく過程において、他者との、社会との、即ち環境との

接点で学習され、獲得されていくものである。その中核

にあるものは、如何に自己の尊厳性や自芭実現と、他者

の尊厳性や他者の自己実現との相互性を認識し、それを

尊重し、行為に移すかということであると考えられ資。

　筆者はこれまでの専門的、実務的経験を通じぐ腿上の

視点からのアブローチを経て福祉心理学を確立する必要

性を次第に強く抱くようになった。これまで、児童の権

利の本質について若千の学際的考察を加え2、また目的の

ところで触れた福祉の理念、法制度、営為の原点にある

福祉マインドを育てる人間学的、心理学的貢献の必要性

について述べたことがある3。本稿ではこの観点を踏まえ

ながら・以上の視点を媒介ξして・従来最も心理学がか

かわることの希簿であった法制度の分野に関する考察を

加えることにより、福祉心理学の理論的展開の一助とし

たいと考える。

　このテーマを考察するにあたっては、主体、客体、主

観、客観、能動、受動、正義、平等、公正、公平、そし

て利益、能力、権利、義務等の用語をしばしば用いるこ

ととなる。これらの用語は、今日における心理学のみな

らず福祉学のよって立っ基盤に基づいて必ずしも専門的

に解明し得る分野ではない。従ってこの考察自体が、明

確には確立されていない福祉哲学的、法福祉学的、福祉

社会学的領域を含む学際的考察を欠かせない。この難題

は深く重い煎しかし避けて通るこ≧ができない。以下

の考察について、学際的な立場からめ意見、批判を仰ぐ

ことができれぱ幸いである。

III考察
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網野＝児童福祉に関する心理学的考察1

　1 主体と客体の相互性

　　ω主体的自我と客体的自我

　最初の重要なテーマは、人間が環境とのかかわりの中

で生存し、生涯にわたり発達する過程において、 如何に

自己の尊厳性や自己実現と、他者の尊厳性や他者の自己

実現との相互性を認識し、それを尊重し、行為に移すか

ということである．それは、主体と客体との相互性を如

何に認識するかということにかかわっている。そこで、

主体と客体との関係を先ず明らかにする必要がある．

．こごで言う主体どは、・人間における自我（自己自我）

を言い、客体とはその人間が対している他者の自我（他

者自我）を言う．主体と客体の相互性という観点で重要

なことは、人間における自我を個々人の統合された人格

の中枢であると共に、二っの機能即ち主体的自我と客体

的自我の機能として捉える必要があるという点である。

主体的自我とは、環境との相互作用における中枢に位置

する基本的かつ全体的な自我であるるこれに対し客体的

自我とは、主体的自我と環境とに介在し、主体的自我に

よって意識される自我である。客体的自我は、従って主

体的自我が客体として捉える自己（myself）である。個人

が主体として客体にかかわる時、主体的自我なくしてそ

れは生起しないが、 しかし主体的自我と客体的自我の相

互作用を通じて統合化された主体（自己自我）が、客体

（他者自我）と相互作用を営むのである。．従って主体的

自我は、自・己を客体視し、 客体を客体視する二重の客体

化4によって、r他者自我との相互理解、共感、そ賂腫期待

や責任行使が促進される。この過程を経ることによっ

て、真の客体理解がすすむといってよい． その意味につ

いて更に深く検討したい。

　　（2）絶対的価値論、非価値・脱価値論の限界

　自我の考察の歴史を辿ると、主体的自我そのものが考

察を加えるという哲学的な営為を通じて、古代から近代

にかけてまた現代においてもなお、神あるいは絶対的存

在と人間との関係において、また精神と物質の関係にお

ける形而上学的人間論や、唯心論唯物論、認識論等を

通じて常に論議されてきた。その中では、思考し行動す

る自我が独立した主体性吃を持ったものというよりも｛

絶対的価値のもとに自我が支配されている命題を前提と

した、非主体性の論理が主要であった。Locke，J，以降次

第に主張されるようになっ・た自然法、自然権は6、本来人

間すべてが有している筈のものという前提で次第に意義

づけられてきたが、神あるいは絶対的規範等の全能的権

限、 絶対権力者の支配、采配の下においての独立い平等

や権利であった。

　この絶対的価値論及びこれと類似する理論の特徴は・

絶対的なるものと主体的自我との関係のみが重視され》

客体的自我への視点が欠けていることである。それは即

ち、客体との相互性をもたらす二重の客体化の過程は全

く配慮されない。この絶対的あるいは全能的権限による

法制度や実践志向は、今日殆ど影響力を持っていない。・

しかし《基本的人権や自由が人間本来の固有の権利とす

る考え方や竜権利そのものの絶対的意義を強調する背景

には、このような絶対的価値論と共通の認識を伴ってい

ることがある。それは一見権利重視《権利保障の重視に

みえるが、福祉の理念及び実践において客体的自我を介

在させない法制度絶対視論にみられる福祉の対象化、即

ち客体を単に対象者として捉える視点と同様の限界をも

たらしやすい。主体的自我が、他者との相互性を配慮す

ることを怠ると、客体的自我を通じた他者理解、共感、．

歪賂II期待や行使が促されにくい。

　一方自我そのもの、 並ぴにそれと環境との関係に考察

を加える心理学的営為においても、古代から近世哲学に

おける上述の見解の心理学的貢献はきわめて大きかっ

た。それは次第におおむね主体的自我が非主体性から主

体性への変遷を辿ると共に、心理学的、神経生理学的な

科学の進歩によって、個々人の人格の基礎にある主体性

を持った自我、更には主体的自我と客体的自我を対象と

する方向で多様な広がりを見せた7。

　いわゆる科学は、絶対的価値を否定し、脱価値的、非

価値的志向を最も重視して論理性、客観性、普遍性に基

づく主体によ る、客体 （環境及び概念のすべて）の対象化

と分析をすすめてきた．科学の進歩がもたらした社会べ

の貢献はきわめて大きく、科学主義に対する信望は次第

に揺るがぬものとなづた6そのことは、価値的見解イコ

ール非科学的見解とする傾向をも強化させた。．

その中で心理学は、その科学が対象とする客体とし

て、科学する主体（客体的自我）そのものをも包含する

という背反的要素を抱えざるを得なかフた。そのこと

は｛心理学の進歩と共に客体の対象化によってもたらさ

れる科学による非人間化への懐疑とか、人間科学への反

省や懐疑をしばしば伴わせるごととなる。・

　主体的自我が、他者との相互性を配慮することを怠る

と、客体的自我を通じた他者理解、 共感、 役割期待や責

任行使が促されにくいという問題はここでも生ずる。そ

して今目、 絶対的価値と対極的な位置にある科学の分野

において、ひたすら科学万能主義の道を歩んで来た入間

のこれまでの歩みへの深い反省や懐疑は、 主体的自我

が、客体としての自然、社会、国家、民族、、地球等々を

科学の対象化とする余り、それらとの相互性を配慮する
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ことを怠ってきたことと関連しているように思われる。

客体的自我を通じた人々、自然、地球への理解や共感、

役割期待や責任行使のあり方が問われていると言える。

　　（3）相対的価値論の重視

　筆者は、主体的自我と客体的自我の相互作用を通じて

統合化された主体（自己自我）が、客体（他者自我）と

相互作用を営むという二重の客体化によって、真の客体

理解がすすむと先に述べた。主体の動機、意図、行為は

何らかの二一ズを伴っており、それを環境との接点で他

者に対している客体的自我は、客体である他者もまた全

く同様に何らかの二一ズを伴っていると認知することが

できる。その相互閲係によって、絶対的価値あるいは非

価値・脱価値のように、一方の主体または客体を固定的

に前提化・条件化することによってそれが抑制され、あ

るいは歪曲される機制を防ぐことができる。

　これを克服するためには、両者の尊厳性即ち人間性の

価値を先ず受容する相対的価値論に立った考察が必要と

なる．例えぱ今日心理学のみならず広く用いられる自己

実現（self　actualizationlの概念を示したMaslow，A，H、

は、人間の健康性や尊厳性に高い価値を置き、福祉心理

学の価値的側面を多面的に示唆している8。また例えば、

福祉心理学の展開においてきわめて重要な分野を占める

愛他的（altruistic）行動、向社会的〔prososia1）行動に

関し、さまざまな研究が進展した。その中心をなすEise－

nberg，Nの向社会的行動の理由づけにおける第5段階の

強く内面化された（intemalized）段階の福祉心理学的ア

ブローチ9、あるいはKohlberg，L．の道徳性の発達の第6

段階における公正、権利、人間の尊厳性の普遍的原理の

理論的展開m、更にBatson，C．D．らの向社会的、愛他的

行動の動機づけの経路モデルの理論的仮説の展開nなど

は、自己（主体）と他者（客体）との相互性に基づく相

対的価値を科学的検証の重要な糸口にしている典型であ

るように思われる。

　最後に、福祉心理学的考察において不可欠な法哲学、

法学の分野における主体と客体の相互性を重視した相対

的価値論に立った重要な理論や仮説にっいて触れたい。

正義、公正、公平という概念は、心理学の分野において

は道徳性の中で考慮されることが多いが、福祉心理学に

おいては今後きわめて重要な概念として組み込まれるで

あろう。公正としての正義（justic6as　fairnesslの理

論を展開したRa帆s　J．は、 きわめて価値的推論の色彩の

濃いr正義論」の中で、しかし無知のヴェールの条件下

での始原状態（original　position）を設定し、また最悪

の結果は最善を指向させるというマクシミン・ルールを

提示している12、これらの理論は児童の権利を保障し、

児童の最善の利益を考慮する福祉心理学的課題を検討す

る上できわめて示唆に富むものである。また、Frieden，

M．は、社会を人間の社会性を反映するとともに高めるよ

うな相互行為的存在であると規定し、社会福祉における

権利と責任について論じているB。主体と客体の相互性

に基づく権利、義務等にっいて、 次稿で考察したい。
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